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２．越境Eコマースの商流    

１．はじめに 

 最近、中国国内では越境Eコマースが注目を集めております。 越境Eコマースとは、中国と外国

との間での輸出入のインターネット取引を指します。今まさに脚光を浴びているのが、海外から、

例えば日本から中国への輸入取引において､特定エリア（注1）において､一定条件を満たした場合､

軽減税率（注2）が適用されるという制度です。  

2013年に本制度が導入された背景には、中国から多くの人が日本へ旅行に行った際に、食品、衣

類、電化製品、貴金属などのメイドインジャパン製品を多く購入し持ち帰る状況を中国国内での消

費へ改善する為に、正規ルートで輸入された海外製品の中国国内での消費を促したいとの中国政府

の後押しから始まったものです。 

 

（注1）2013年より開始。 その後順次拡大し現在は鄭州市、杭州市、上海市、重慶市、寧波市、 

    広州市、深セン市、天津市の8都市が対象エリアとなっております。 

（注2）越境Eコマースの課税は､通常中国の輸入段階で一般貿易として課税される(関税・増値税 

    ・消費税)のではなく、それと比較し低率な行郵税（注3）が課税されます。 

（注3）行郵税とは、個人が海外旅行の荷物や郵便物に適用される簡易課税方式で､大部分の商品 

    は税率10％であり､かつ50元以下の行郵税は免税されるという特典があります。具体的な 

    行郵税率は、例えば食品・飲料10％､酒類50％､衣類20％､化粧品50％などのように10％～ 

    50％の範囲で商品ごとに区分されております。 

越境コマースには、保税区を活用しない方法と活用する方法の二つがあります。 

（１）保税区を活用しない方法 
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当行は、この越境Eコマーススキーム施行地域の一つでありかつほくほくフィナンシャルグルー

プが経済協力協定を締結している寧波市において、今年7月9日にお取引先の中国への販路開拓を目

的として、越境Eコマースのプラットホームを利用し、下記の「寧波商談会」を開催致しました。

その特徴を実例としてご紹介させていただきます。 

 

（１）開催日時 平成27年7月9日（木）9時30分～16時30分 

（２）主  催 北陸銀行・北海道銀行・寧波市商務委員会・寧波保税区管委会 

寧波進出口商品展示交易中心有限公司 

（３）商談内容 下記出展日本製品の中国への販路開拓 

（４）企業数  当行取引先11社・北海道銀行2社⇔寧波現地企業62社 

（５）商談件数 有効商談件数143件、実際商談300件以上、店舗視察24件 

 

＜出展企業一覧＞ 

３．当行開催「寧波商談会」の実例  

＜出展企業と来場寧波企業との商談の様子＞  

（２）保税区を活用する方法 
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＜ご注意＞文中意見は筆者の個人的見解であり、北陸銀行としての見解の反映ではありません。当レポートは作成時点の経済状

況に基づき、情報提供のみを目的に作成したものです。 

 記載内容についてはご利用者のご判断と責任のもと、ご利用くださるようお願いいたします。  

越境Eコマーススキームはこのように2013年から開始され､その後順次施行対象エリアも拡大運用

されてきております。 いち早く中国で越境Eコマース事業を開始した日系大手商社によると、中国

の同市場規模は制度開始の2013年の約767億元から、5年後の2018年には約１兆元まで急成長すると

の見方もあるように、当地では益々注目されております。 

 

当行は、地域金融機関として、海外販路開拓を目指すお取引先に対して、提携政府機関と協力し

た上記寧波商談会のように販路開拓の機会を提供することは大切な役割の一つだと確信しておりま

す。私たち海外駐在員事務所員は日々多くのお取引先のニーズをしっかり捉え、現地から正確な情

報発信を行っていきたいと思っております。 

 

 

以上 

４．最後に 


